
 

(案) 

 

 

 

年金積立金管理運用独立行政法人 

 理事長 三 谷 隆 博 殿 

 

 

 

運用委員会は、下記の通り、年金積立金管理運用独立行政法人法第１５条第

４項の規定に基づき、別紙のとおり建議する。 

法人においては、本建議の趣旨に沿い、今後の業務運営に当たるよう要請す

る。  
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（別紙） 

 

基本ポートフォリオ見直し後のガバナンス体制の強化について 

 

年金積立金管理運用独立行政法人においては、これまでガバナンス体制の整備

が進められてきたところである。一方、政府においては、同法人のガバナンスに関す

る見直しについて、今後検討される予定であると聞いている。 

このような中、今般、基本ポートフォリオの見直しを機に、年金積立金の運用につ

いて、その管理運用業務が確実に安全かつ効率的に行われるよう、運用委員会とし

て、これまでの取組に加えて、以下の点について早急な体制の見直しを行い、年金

積立金の管理運用に係るガバナンス体制の更なる強化を図ることを建議する。 

 

 

１．内部統制の強化 

（１）情報管理ルールの明確化と徹底を図ること 

（２）コンプライアンスオフィサーを新設すること 

（３）監事及び内部監査体制を強化すること 

（４）情報開示の在り方を見直すこと 

 

２．リスク管理体制の強化 

（１）マクロ経済及び市場分析に係る体制を強化すること 

（２）基本ポートフォリオのリスク管理は、各資産の乖離許容幅に加え、ポートフォリオ

全体のリスク量などにより複線的に行うこと 

（３）新規運用資産を追加する場合のリスク分析体制を強化すること 

 

３．専門人材の強化 

（１）専門人材強化のために役職員の給与水準を改訂すること 

（２）運用委員会に対して新たな専門人材強化・育成の内容や進捗状況の報告を行う

こと 

 

なお、変更後の基本ポートフォリオについては、マクロ経済や市場等の動向を注視

しつつ、今回設定した長期的な前提に変化がないか、年金財政も踏まえて定期的に

検証を行い、必要があると判断される場合には見直しを検討すること 

以 上 


